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改革期における中国の地域政縦の展開とその影欝
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I 繭負制の導入を中心に展開された1980~93年の

財政改革

II 財政請負制と地域間所得格芯

III 分税制下の財政改革の現状

IV 21世紀に向けての財政政策の課題

はじめに

改革期における中国の地域政沿は．「先富論」

（寸部の人・地域か先に翌かになっていくことを

容認するもの）に象徴される不均衡開発戦略の

下で遂行されてきた。財政改革を通じて展開さ

れた財政政策はこうした地域政策を推進するう

えで大きな役割を果たした。

これまで実施されてきた財政改革は1994年を

境に大きく 2つの時期，すなわち94年以前の請

負制期とそれ以降の分税制期に分けることがで

きる（注 1)。こうした改革は中因の中央・地方の

政府間財政関係に大きな変化をもたらしたと同

時に．その推進に伴って現れた財政支出の規模

における地域格差は地域の経済成長力に大きな

影評を与え．地域間所得格差の1i要な背景とな

っている。

本稿は，財政政策を中心とする中国の地域政

策の実態とそれが地域間所得格芹の変化に与え

た影響を検討するために，まず第 1節で1980~

93年までの請負制の改革の流れを整理する。次

に第II節で，地域間所得分配に対する財政請負

制の影評を分析する。第III節で1994年に導入さ

れた分税制の実態を解明することによって財政

改革の現状を明らかにしてから，最後に第W節

で，財政政策の今後の課題を整理する。

（注 1) 1990~93年(1)4年間には，一部の地域で分税

制か導人されたが，範囲がきわめて限られた実験的施行

てあり，ほとんどの地域ではなお請負制が続行されてい

たため．其質的にはこの期間を品負制期とみる(/)が妥当

てあろう。

I 請負制の導人を中心に展開された

1980~93年の財政改革ほ 1)

I20 

1. 改革の変遷

晶負制期 (1980~93年）の改革は適用された請

負方法に基づいて 2つの時期に分けて進められ

てきた。すなわち， 1980年から87年までの「総

額配分請負」（「総額分成包幹」）期と88年から93

年までの「一括請負」（「大包幹」）期である。

(1) 「総額配分請負」期： 1980~87年

「総額配分請負」は1980年当初から導人され

た制度ではなく，その前身は「収支区分・分級

＂け負 J (f郡l分収支・分級包幹」）であった。 1980

年 2月，国務院は「『収支区分・分級請負』の財

政管理システムの導入に関する暫定規定」（「関

rアジア経済』 XXXVIl-7• 8 (1996. 7 • 8) 
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船’実行『削分収支・分級包幹』財政竹即体制的暫

ir規定」）を公布し．北似火沖、 上洵(})3つの

ll1轄 rhを除く 26(}）省・自治［メ (iL蘇は81年より）

てlnlシステム(})導人を決定した

「収支lX分・分級閲負」，すなわち財政収人

と支出を中央・地方けljに区分し，中央と地方か

fめ決められた収人と支出(})枠を各々議け負う

という制度は， 1979年にすてに四川省て実験的

にサ人されていた紺lj}斐てあるり12）。この制）庄(})

l‘^ て，財政収人は中央固定収人，地方固定収人，

中央・地Ji淵節収人(})3つに区分され，財政支

出も中央支出，地方支出(})2つに分けられた

(j;_l)G 具体的には．地域ことの特徴や政策 1:

の配應によって， 1収支l{夕｝・分級請負，はさ

らに（i〕「固定収人比例配分 1 (「括掟l|｛人比例分

成」），②「中央・地}j調節収人比例配分」『中

央地方淵剤収人分成，），（3)「定額補助」，④「少

数民放地域補助」、⑤「一括晶負」(})5つの種

類に分けられた。こ(})うち，①は地方財政の黒

字分を中央・地方間て一定の比率に且づいて配

分する（，凋節収人は中央に帰属）制度てある(})に

対し，②は凋節収人を一定の比率に且ついて中

央・地灯間て配分する制度てある。 -Jj, (3)と

(4)はともに中央から地}jに一定額(})財政補助を

行なう制度てあるが，こ(})うち(3)は伽建省や胄

朴I省，甘消’れといった経済開発か比較的に遅れ

ている地域て実施される制渡である(})に対し，

④は少数民放自治地域，すなわち内モンコル自

治lズ，チベット自治I;{,Iム四チワン族白治l凡

新価ウイクル1rl治区，寧豆l111族[91治lメりなどの少

数民族自治地域を対象とする紺ll}庄てある，，（5）は

定額を l：納し，残りはすへて地jjに帰属する

（または中央から地｝j'こ一定額を補助し，地JjU) 

収人はすべて地Jjに帰属する）という制復であっ

改吊期における中1KIU)地域政策の展開とそU)影質

た。

「収支杯分・分級品負」は財政収人を中央・

地方別に区分したという意味では， 1994年に打

人された分税制を先取りした先駆的な要索か強

しヽも U)であり， また適lIl期間を従来の「・年—

変」から「ii年—変 1 に変えたことにより，制

Illの安定性を閻めたという、意味においてある程

度評価できる。しかし，その実施の段階て地方

政府の1狙い反対にあって頓挫した。地fj政府，

特に＇中央・地方調節収人」としてのエ商税の

留保率か低く抑えられた先進地域の地方政府

は，「中央・地方調節収人」の留保率0)りlきL

げを曲求したからてあるし，その背娯としては，

(1)1981 年のイ~i兄を経て．以気や価格変動に大き

< ！1-:1iされる介業の卜納金に依{fすることのリ

スクか必識されたこと．（2)改革の進展に fl'• い財

・サーヒスの流通贔か拡大し．財政収人のうち

1佃税のウェートか絲まり，かつ企党の「納金

に比へて安定的に増加する傾向かあったか，

1中央・地方調節収人」の地方留保率が低いた

め，地方は［．．商税増加のメリットを十分に亨受

てきなかったことが指摘てきる。この結果，国

務院は1982年12月4nに， i『収支rX'．分・分級品

負』の財政管即システムの改善に関する通知」

(「ll,J務院関於改進『削分収支・分級包幹』財政竹

即体制的通知」）を公布し， 83~84{f-cまで「総額

配分」制渡を朽定的にサ人し，地方の固定収人

に中央・地｝j調節収人を加えて「総額 1 とし，

その「総額」に対して一定の留i呆率を適用し収

支を晶け負わせることとした (ii-.:¥)。

その後、国務院は1985年 3月2111に，「収支

Ix分・分級品負」の終了と国fi企業の「利改

税」りl・l)改吊を受けて，「『税H区分・収女lべ分

・分級i青負』の財政管理制1紅の実施に関する規

I2I 
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表 1 中央・地方財政収支区分の変遷

等税
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固
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恥炉バ記」

中央支出3) I 地方支出

中央財政支出による祈規設 地方財政支出による新規設

臓投資，所管国有企皇の運 績投資，企業の這転資金・
鮎資金・技術改良・祈製品 所管閾有企業の運転資金・

試作賣国防費，国家物資技術改良・祈製品試作費，
偏蓄支出．中央レペルの行地方レベルの行政管理費・
政管埋費・工業笥宴交透咽：工業藷業交通吋門の事業
門の事業費，臼外借款の元：贄，都市維持・逮，没費見

•i 利返済，対外援功，地行探：鑓い・社会救渋費等、9
i査費外交，，'全

負 ――---..・・・・・•-- ~. ~..• --• ---• ----------- --- - ----―← -----------------•~- ----，．．．．．．．．．．．．．．．．．．-------------------------------------------------1 --------------------------------------
繹国有企業の所得税・調節税 所行国有企業所得税・調節税・ 産品税・付訊直税・営1中央財政幻出：こよる祈滉没：地Jj財政支出による新覗設

・請負収入，各銀行本店・保険 詞負収入，稟団企業所得税．農 業旦（石油ぎ］，＇・化［力部， 1繍投資．奇怒国有企塁の運：備投資・運転稼金・技術改

制 ］謎了 会吐本店・決道鵬の営業税．軍 疇，卓髯誓岨使用免許証税， 石，』I化学総公司芍属の企転資金・託訊ば式忙＾？，屯：良•新製晶試作賛，岱り易建
事工業企業の利躙，国憤，食糧 家畜取引税，屠殺税，登記税， 業と鉄道部，各銀行・保 1質探査費，国防費外交9 '築費，地方レベルの行政管

額t．綿花・油料作物の謳過胃付躙 追徴税・刊金収入，冨市維持運 険会社本店を除く），資原 1対外授助，中央レベルの行 理費・エ重笥業交通部門の

期：
5 増金，中央対外貿易企業補助， 設税，等。 税，塩税，個人所得税， 政管埋費・工業商業交通部 事業費，都市維持・廻設費，

配8
1 関税，税関が代理で徴収するエ 建婆税，国有企業奨励金門の事業費，内外借欧の元見舞い・社会救済費，等。

商税，特定プロジェクト調節税， •，税，外資・合弁企業工商 利返済，武装警察費，人民

7 海洋石油外資合弁企業工商統一 ！統一税・所得税（海洋． I防空費，国家物資備蓄支

：分年 税・所得税，国家交通・エネルL シ ・，石油関連企業を除く）。 I忠等。
ギー重点建設基金，付加価値
税，等，

I 地方固定収人2) 中央・地方調節収入

所管国有企業の利潤，塩税．農 丁^商税。
業税，工商所樽税．地方税，等。

' l  
営業税（鉄道各銀行・保険会 l付加価佃税，資源税，証！国防費，武装特禁費，中央：地方レベルの行政管理貨・

社本店を除く），企業所得税•利！券取引税ぐこのうち，付 l レペルの行政管理費・各種：各種事業費．一部の武装埒
菖中央所管国有企業を除く）， ！加価値税の75%、海洋石：事業費．外交，対外援助， ：察費，民兵事業費，地方レ

僭人所得税，都市土地使用税， l油資源税と証券取引税の！中央財政支出iこよる新規設：ペルの新規設備投資・農業
固定資本投資方向調節税，都市 '50％は中央所有とする。 備投資・農業支援支出，所：支援支出，所管国有企薬の
維持建設税（鉄道・各銀行・保， 管国有企業の技術改良•新 1 技術改良・新製品試作費，
険会社本店を除く），車両・船舶 1 製品試作費，地質探査費， 都市維持・建設費，価格補
使用税，不動産税，印紙税，農 i 内外借款の元利返済，等。 助，等。

牧業税，農業特産品税，耕地占＇
有税，屠殺税，土地付加価値税，．

＇国有地有償使用料，等。 I I 

（出所） 南部稔『現代中国の財政金融政策』多賀出版 1991年／陳如龍編『当代中国財政』北京 中国社会科学出版社 1988年／国家計画委員会

r国務院関於実行分税制財政管理制度的決定J (『財政』 1994年第2期）／財務部への筆者のヒアリングによるぐ

（注） 1) 1980年以降，地方管轄から中央管轄となった国有企業の利潤は中央80%，地方20％の比率で配分。

2) 石油部，電力部，石油化学総公司，有色金濁総公司所属の企業の物品税，営業税，付加価値税の70％は中央固定収入とし，残りの30％は

地方固定収入とする。

3) 大規模な自然災害救済費や後進地域への援助資金，辺境地域における建設費等は中央財政による特定項目支出とする。

4) 請負制期の第 3段階 (1988~93年）の収支区分は基本的に第 2段階 (85~87年）と同じため省略する。

所管国有企業の所得税•利潤．

分
税関が代即で徴収する消費税・

1 ^
 付加飼憤税，消費税，地方銀行

税，
・外密系銀行・ノンパンクの所， 得税，鉄道・銀行本店・保険会

4 社本店等の上納収入（営業税．
制年所得税．利潤．都市維持建設税

＼ を含む）． 関税． 対外貿易企業
期01の輸出還付（ただし． 1994年以

降）．等。
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定」（「国務院関於実fir劃分税種・核定収支・分

級包幹』財政管理体制 J）を公布した。ごれは財

政収入を悦Ilに基ついて中央・地方別に区分し

たうえで，それぞれの支出を請け負わせるとい

う制度を虻｝人しようとしたも(/)であった しか

し実施の段階になると，財政収人を拡大しよう

とする中央に対する地方の抵抗，「利改悦」改

＇下の事実 I'.．の形骸化守によって，同制虔は実質

的に「総額配分」へと逆戻りしてしまった。な

お，この段i偕から，滴陽，大連，ハルヒン，武

漢，重慶などの地方主要都市が日本の政令指定

都市に相Jiする「n1仙i単列市 1 に指定され，省

レベルの財政権を持つようになっていった。こ

れに伴い，「計画単列市」のある各省の配分率

か調整された。

「収支区分・分級請負」も「総額配分」も，

「統一収人．統一支出」（「統収統支」）に代表さ

れる従来の硬直的な財政管理システムの打破に

大きな成果を上げ，また財政収人の拡大や資金

連川の効率化に対する地方政府のインセンティ

プを高めることに一定の役割を果たしたと評価

てきる。しかし同時に，多くの限界があったこ

とも事実である。特に，地域間財政負担につい

ての不公平感が募った。地方への留保辛，そし

て上納率か，基本的に従来の上納（あるいは補

助）実績に基づいて決定されたため，上海，北

此天津を始め，名くの先進地域が中央への多

額の上納金を強いられる半面，財政補助地域が

甘やかされるという現象（「鞭打快牛」）か顕在

化し，財政収入の拡大に対する先進地域のイン

センティプが著しく低下した（）この結果，本来，

経済成長に応じて増加するはす(/)財政収人がか

えって減少し，中央レベルのみならず，地方レ

ヘルの財政収支も泄化した(iiい（図 l)。さらに，

改吊．期における I|lhl0)地域政改の展開とそ U)影響

図 1 請負制のもとでの財政収支の変化

(1意元）
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（出所） 国家統計局編『中国統叶年鑑』北京

中国統計出版社 各年版。

（注） 財政収人弾t'I値＝財政収人伸ひ乎1GDP

仲ひ率（名ll)，

この段階において進められていた一連の改革．

例えば国有企業所笛関係の尖化（中央直属の国

有企業の一部が地方政府の所管となった）や価格

改革， l佃税率(})凋整等の改革も地hレベルの

財政収入拡大に影響を及ぽした。このようなな

かで，地力ヘの留保額を維梼するため．絶えす

その留保率を調整せざるを得ないという問題も

牛じた、，

(2) 「す舌請負期」： 1988~93年

中央・地方の財政収支がともに悪化するとい

う深刻な 1い態に直血し，政府はとりあえず地方

を主体に財政収支のバランスを回復させるため

に，改革・開放路線の実験地てある広束，福建．

悔南 (198(iりより）において適｝1Jされていた「一

括請負」を1988年から全国範囲で導入すること

を決定した。具体的には，国務院は日年 8月に．

「地方財政請負方法の改善に関する国務院の決

定」（「国務院決定改進地方財政包幹弁法」）という

通達を出し， 1988年から90年にかけて39の省・

市・自治区並びに「計画単列市」で「総額配分

泊負」（「総額分成包幹」），「収人逓増諮負」（「収

人逓増包幹」），「総額配分＋増収配分」（「総額分

成加増l砂｝成」），「 t納額逓増訥負」（「上解額逓

123 
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増包幹」），「定額上納」，「定額補助・援助」の 6

つの制度から成る「一括請負」制度の実施を決

定したほ 6)0 

なお，「一括請負」は：片初1988年から90年ま

での 3年間を実施期間としたが， 90年から93年

までの間も，分税制の実験地域となった一部の

省・市・自治区は7)を除き．引き続き適用され

た。

2. 請負制を中心に展開された財政改革の特

徴

1993年までの財政改革0)加も大きな特徴とし

て，地域ごとに異なる制度が適用されたことが

指摘できる。実際，改革以降の中国においては，

どの地域にどのような財政制度を適用するかを

決定する際に，①地域の経済発展水準（財政基

盤）．②少数民族地域への配慮．R改革・開放

実験地域への支援，の 3点が考慮すべき最も基

本的な点とされてさた (it8)0 

以上の 3つの基準に駐づいて3(）の省・直轄市

・自治区を財政黒字地域，財政赤字地域．少数

民族地域．改革・開放路線実験地域の 4つのグ

ループに分けて（注9)．それぞれ財政改革第 1期

(1980~87年）と財政改革第 2期 (88~93年）にお

いて適用された政策を具体的にみてみよう（表

2)。

(I) 財政改革第 1期 (1980~87年）

財政黒字地域（注lO) 1979年時点で．地方固

定収入から支出を差しりlいて烹字であり，また

少数民族地域でもなければ改革・開放路線実験

地域にもなっていない河北，遼寧，黒龍江，山

東．江蘇 (81年より（注11)) の 5省に対して， 80 

年から84年までの 5年間に「固定収入比例配

分」，すなわち財政の黒字部分を一定の比率に

躾づき中央・地方間でシェアリングする制度が

124 

適用されることになっていた。ただしその後，

華北油田（河北），勝利油田（山東）と大慶油田

（黒龍江）が中央所管となったごとなどによっ

て．「固定収人比例配分」は結果的にいずれの省

でも適用されていなかったようである。すなわ

ち，河北省，遼寧省および山束省は前述した本

節注 3の示す通り， 1982年より「総額配分」が

適用された。一方，黒龍江省は「定額補助」の

対象地域となった。

そして， 1985~87年には， 上述の 5省に，天

津．北京．山西，潅陽，大連，ハルビン．上海，

浙江．安徽，河南，武漢，湖南，屯凌の13の省

・直轄市・「計画単列市」が加わり． 「総額配

分ょすなわち地方固定収人に中央・地方調節

収入を足して「総額」とし，それを中央・地方

間で配分する制度が適用された。なお，ハルビ

ンが「計画単列市」に指定されたのに伴い，黒

龍il：は中央への「定額上納」省となったが，同

時にハルビンからも上納を受けることとなった

(I納率： 35ふ：）。一方，遼吼湖北，四Illも大

連涸陽，武漢，重慶が「計画単列市」になっ

たのに伴い，関連市からの上納を受けることと

なった。ちなみに，遼寧への大連，濡陽の上納

率はともに25吝で，湖北，四川に対する武漢，

項慶0)t納率はそれぞれ13.9ぢ， 23.3むとなっ

ていた。なお，上納率は財政収人に lこ納額の占

める比率である。

財政赤字地域一ー1980~84年の間は．財政赤

字地域グループはさらに 2つのサプグループに

分けられる。すなわち 1つは地方固定収入だけ

では赤字となるが，中央・地方調節収入を加え

ると黒字になる地域，いわば「部分赤字」地域

であり．もう 1つは地方固定収人に中央・地方

調節収人を加えても赤字となる「完全赤字」地
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域である。「部分赤字」の山西，浙il^ー，安徽，

河南．湖北，湖南．四川，映西． tt粛の 9省て

は． 「中央・地方調節収入比例配分」制度，す

なわち地方固定収入に加え中央・地方調節収人

の一部の留保が認められる制度が導入された。

一方， 1完全赤字」の吉林，江西の 2省では，

中央から一定額の補助金か配分される「定額補

助」の制度が適用された

なお1984年以降，映内， 1|粛が 1定額補助 l

地域に加わり，また湖北，四川も主要都市であ

る武漢と菫慶か 1計画単夕IJrJi」になったのに{1’

ぃ．「定額補助」制度の適用地域となった。た

だし，湖北．四川の補助金は「計画t胆列市」 U)

上納金で賄われた。

少数民族地域―-5つの少数民族自治区（チ

ベット号内モンコル，新澗，広西， tが辺） と3つ

の準少数民族地域（青海，雲南，貴州の 3省）で

は．従来からも財政援助政策が採られてきたか，

実施期間の延k(1年→いl）と援助額の逓増

（年間 10~'ふ逓増）の 2 つの優遇措置が新たに付

け加えられた。

改革・開放路線実験地域 広東，福建の両

省 (1986年以降，海南が）/IIえられた）は改革・開

放路線実験地域として，「一括請負」の優遇制

度が適用された。具体的には．経済発展水準が

比較的閥い広束は定額の l：納金を納めればよく，

経済発展水準が低い福建には財政収人のすべて

が留保されるほか，定額の補助金か配分された、

(2) 財政改革第 2期 (1988~93年）

改吊(/)第 2期には．「一括請負」が全国で祁

人された。財政赤字地域．少数民放地域．改吊

・開放路線実験地域ではほほ従来通りの制度が

適用されたが，財政黒字地域に対しては以卜の

5種類の制度が導入された。

改革期における中国の地域政策の展開とその影響

「総額配分請負」—ー大津，山西，安徽の 3

省で囀人されたもので，過去2年間の収支実績

と収入に占める支出の比率に基づいて地方の留

保宇か算定される。

「収入逓増請負」一ー北京，河北，遼寧（潅

陽，大連を除く），溜陽，ハルビン，江蘇，浙i[

淳波を除く），寧波．河南およひ重慶の10の省

•市で導入された。具体的には1987年度の実績

を韮中に地}j財政収入の逓増率と留保率か決め

られ，逓増率内の収入は一定の留保率に基づき

中央・地方間て配分されるが．逓増率を超過し

た収入はすべて地方に留保される制度である。

ただし，収人が逓増率に達しなくても中央への

t納金は満たされなければならない。

「総額配分＋増収配分」 大連，青島，武

漢(f)3つの「，，十画単列巾」で適用された。前年

度の収入を基準とし．甚準部分に対しては「総

額配分請負」の方法で配分されるか，超過した

部分は増収配分率に基ついて配分される。

「上納額逓増請負」—湖南．広東で適用さ

れたこの制度は具体的には1987年の上納額をμ

準に，一定額の上納金と逓増率を決める仕組み

となっている c

「定額上納」―それぞれ予め決められた金

額を上納する仕組みとなっている。「定額上納」

の適川を受けたのは上海，山東（行島を除く），

黒龍江（ハルピンを除く）の 3つの省・直轄市

である。

3. 請負制の功罪

(1) 効用

財政請負制度は社会主義計画経済から1|i場経

済への移行期．特に移行の初期段階における過

渡的な制度として，一定の役割を果たしたと n平

価できる。これは主として以下の 3つの側面か

I25 
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表 2 198(）年代における
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総額配分
• ・ ・ ・ ・ー ・・・・・・ヽ 9 、.

北京(48.17) i審陽(36.90)
（留保率） 天津(37.50) 大連(34.14)

河北(69.00) 安徽(80.10)
1 山西(97.50) 山東(59.00)
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江蘇(39.00) 武漢(20.00)
浙江(55.00) 湖南(88.00)
碩慶(37.50) t涸(23.64)
ハルヒン (38.12)

→ - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - .  ・-.  ------・------------------------↓ ---•三ー一 一一 一一一一一ー一 一
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5 (t納額）I ・一定甑補助― ìj--------
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2) 広東は上納額で，福建は補助額。
3) 湖北，四川は省内の計画単列市である武漢，直慶からの上納率。一括請負期の財政赤字地域

-----------------,-------------------------------------------------------------
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らみることができる。

ます第 1は，社会i：義叶画経済システムの打

破につながったことである。 1970年代よ以降展

開された中国の経済改吊0)課題は94年を境に大

きく変化した。すなわち， 1994年までの改革の

中心課題は「放権譲利」，貝体的には~t画体制

の卜＾で中央政府に過度に集中していた権限や権

益を地Jj政府や企業，個人に委議し，利益を譲

ることによって，各セクターの経済発展に対す

るインセンティブを強化することにあったのに

対して． 94年以降の課起はそれまでの改革によ

って破壊された経済システムに替わる新たなシ

ステムを構築することであり、いわは制度の創

造にある。財政請負制をテコとして展開された

財政改革は「放権譲利」咽改革を進める卜で大

きな役割を果たした。

第 2は，中国経済の活性化に寄与したことて

ある。財政晶負制のFで．地Jjは名実ともに財

政権を持つー＾級行政機関になった。これか地域

の経済発展に対する地方の党・政府の貞任者の

関心や熱意を強め．結果的に中国経済の急速な

成長をもたらした側面は否定できない。

第 3は．語負制を中心に展開された財政改革

か他の分野での改革を支えたことである。例え

ば． 1980年代に忍成長したIL.東は国民経済成長

0)牽11車になるとln]時に，改革・開放路線の実

効性を小した，，財政品負制がこの広東の発展を

促すうえで大きな役割を果たした。

(2) 問題点

中1国財政部や国務院発展中心，社会科学院等

てのヒアリング調府に基づいて，財政請負制の

問題点は主として次の 4，点に集約できる。

まず第 1は，財政基盤，特に中央政府の財政

基盤0)弱体化をもたらしたことである。表 3に

表 3 低下する中央政府の財政）J
（単位．億几）

質財政収人11

「
財政支出 lb)/(a) (c)/lbl 

年 GDP 財政収支 X 100 
国h^企業収 中央政府

(a) lb) 人2, (c) ldl (e) （％） 

1980 4,470.0 1. 159.9 435.2 1. 212. 7 650.7 52.8 25.9 

1981 4, 775.1 1,175.7 353.7 I, 115.0 602.2 60.7 24.6 

1982 5, 182.:3 1,212.4 296.5 1. 153.3 575. l 59.1 23.4 

1983 5,787.0 I, 367.0 240.5 1,292.4 642.5 74.6 23.6 

1984 6,928.2 1,642.9 276.8 l. 546. 4 738.7 96.S 23.7 

1985 8,527.4 2,038.3 132.6 1,844.8 836.5 193.6 23.9 

1986 9,687.6 2. 122.1 312.7 2.:no.9 962.3 -208.9 21.9 

1987 11,307. I 2. 199.4 229.6 2,448.5 1,031.9 -249.2 19.5 

1988 14,074.2 2,357.2 175.6 2. 706.6 1,060.4 -349.4 16.7 

1989 15,997.6 2,664.9 68.3 3,040.2 1,105.2 -375.3 16.7 

1990 17,681.3 2,937.2 103.5 3,452.2 1,327.8 -515. I 16.6 

（出所） 財政部総合計画』編『中国財政統；；i" 1950~1991』北東 科学出版社 1992年。
（沈） 1) 実列財政収人ー財政収入廿価格補埴金 債務収人 C9

128 

2) ik]｛i介業収人(1985年以降） 企業収人 }|£l{i企業所得税十国打介業調節税

国hiミ架赤字補埴額。

XlOO 

（％） 

37.fi 

:30. l 

24.5 

17.6 

16.8 

6.5 

14.7 

10.4 

7.4 

2.6 

3. 5 

(e)/ld) 

X 100 

（％） 

53.7 

54.0 

49.9 

49.7 

47.8 

45.3 

41.3 

42.1 

39.2 

36.4 

38.5 
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ホす通り， GDPに占める財政収入の比率と財

政支出に占める中央政府の比率はそれぞれ1980

年の 25.9~\,, 53. 7~'ふから 90年の 16.6ら， 38.5

こに低下した。請負制にみられる減収メカニズ

ムは財政基盤弱体化の大きな要因の 1つであっ

た。 n青負制の下では，財政収入の額， または増

加率は地方が請け負う対象となっているが，具

体的な徴収方法は地方政府の裁量に委ねられて

いる。このため，地Ji政府にとっては、般低請

負基準さえ達成すれは，徴税余力かあっても減

免税等により資金を企業に残し地方政府の「隠

し財源J としたほうが有利である（いわゆる「蔵

富於企業」）。これは概ね国有企業からの収入低

下（財政収人に占めるシェアが1980年(/)37.5ぷか

ら 90年の3.5~＇，：に急減〔同表 3 〕）に象徴されてい

る。

第 2は，消負基準か中央と地方(})·tt•の交

渉（バーゲニング）によって決定されるきわめ

て恣意的なシステムであることである。これは，

地域間の財政負担に1＜公平感をもたらすと同時

に，晶負の「契約」としての制約11をも伯めた。

請負制は地方にとって実質的に「収入は請け負

うが，支出は請け負わない」の制度へと変質し

た。

第 3は，経済のフロック化を助長し全Iii-I統一・

市場の形成を阻害したことである。大部分の

「一般売J・税」（「流通税」）が地方収人とされた

うえ，企党の上納金も所管関係で削分されるた

め，地方政府は地元の企業．なかでもタバコや

酒といった「流通税」が高率の加工産業関連の

企業を過度に保護しようとする。これは「資源

の争食」や「交易の遮断」に象徴される「諸侯

経済化」傾向を激化させた。

第4は，所管関係で企業の収入が区分される

改革期1-::わける中国の地域政策の展開とその影響

ため，国有企業に対する政府，特に地方政府の

「渉を強めたことてある。「放楕浪利」は実四

的に，中央から地iiへの「放権」と企業から地

方政府への頂計籠になってしまった。

(i主1) 請負化1JU)淋人を中心に展間された1980年代の

財政改革は中央とー級行政機関である省・直轄市・日治

区間の関係のみならず，省と市，市と県の各レベルの政

府間関係にも変化をもたらしたが，本稿は中央と省レベ

ルの間の政府間関係の変化のみを分析の対象とする．

（注2) 田農・朱福林他『論中国財政管理体制的改

吊』北京経済H学出版社 1986年侶ペーシ／財務部

予算管理司編『国家予算決算要』北京 中国財政経済

出版社 1992年 435ページ。

（注3) 1982り4こJ/,l節収人の情保率をめぐって 1収女

区分・分級請負 1詣ll疫に強い不満を人明した河北，遼玲'・

山東，江蘇．安徽，湖北．湖南，四川，映西，甘粛，浙

i［の11の省で，すでに「総額配分」の制度が導入された。

（注 4) 「利改税」とは，国打企業が国家に利潤を上

納rる方法を政府の規定した税Hと悦乎くに基づいて1Kl家

に悦金を納付するli法に改める改吊。 1983年と844-に2

つの段階に分けて実施された（南部稔『現代中国の財政

金融政策』多賀出版 1991年 195ページ）。

（注 5) こうした財政請負制度の呼害としては，財政

負illの不公平にけはらず，地方：t義の伸長や中央に対し

て収人は請けれうが支出を請け負わなしヽことなど多く U)

問題があった。詳細は後述。なお，ここでの論述は，財

政部，国務院発展研究中心など中国関係機関でのヒアリ

ンク調査やデータ^ ‘tに基づいて筆者か分析したものてあ

る[9

（注6) 国務院「関於地方実行財政包幹弁法」 1988年

7月／「国務院決定改進地方財政包幹弁法」（『財政』 1988

年第10期）。

(i主7) 「分税印ll1の実験地域となったのは天津，湘

il.，遼寧，新彊，武應青島，大連 i惰陽および重Ii'の

9つの地域であった。具体的には，少数民族地域として

の新彊とそうでない地域で「中央・地方調節収人」を実

施した際，それそれ 2（中央） ： 8 （地/j), 5 : 5の削分

中で配分。 「地jjlhl'虻収入」に配分年に基づいて留保さ

れに額を加えて、し＼！字となっている部分は上納とされたう

ぇ， 5年のU内逓増率が課される反面，赤字の地域には

定額補助がなされる。

I29 
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(il:8) 国家ni両委は会，財政部でのヒアリングによ

る。

（注9) 中国では，財政収人の大半は地Ji政府が徴収

して定の比率に肛ついて中央政府とシェアリングする

ことになっているため， ii:確に地方財政の実態を把握す

ることは困難てある 0 本稿では，便宜l→，財政上納I})地

域を烹字地械とし，中央から補助を受ける地域を赤字地

域とした。

(ii:l(）） 北瓜火沖， 卜海も財政患，字地域であるか，

伝統的な L業肛地として［川家財政にきわめて大きなイン

パクトをりえるために，国民経済の安定を維持するとい

う観点から改革の対象から外されて，従来通りの「統一ヽ

収人・誂 女出」試度が適用された。

（注11) 1980り廿肋，江蘇で実験的に・心人された「1,'，1

定収人比例配分」の実施期伯l(77~80年）が終 I`してい

ないため， iT慧は他の省より 1年遅く妍システムの適川

が誌められた。たたし， 1981年に江殊か祈しいシステム

を導人する際，「固定収入比例配分」システムの問返点

かすでに芦化化していたため，実際同省て尊人されたI})

は「認額 I固定収人｝調節収人）配分」システムであっ

た。

II 財政而負制と地域間所得格江

泊負制の存人を中心に展開された財政改革と

その推進に伴って現れた財政支出の地域格差は

地域の経済成jJhに大きな影曹をりえ，地域間

所得格芹の変化の屯要な背はの 1つとなった。

そこで，地城間所得格差の変化に対する財政改

吊の影愕を解明するために，まず統註的に格凡

の変化の実態を考察し，次にこうした格梓の変

化に対する財政制度の影愕を分析する。

1． 改革期における地域間所得格差の変化

(I) 格，炉の推移

地域間所得格芹の実態を検祉するに‘りたって，

分析単位と指杷にはそれぞれ省・ 1ff帽市・少数

民族自治lXへ（以じ省と略す）による地域に分

とGDPを使うことにする。省区分を使うのは，

①中国ではー級行政ド＿としての省が地域経済開

発の立案や実施に大きな役割を果たしているた

めに，省間格差が地域間所得格差をみるうえて

有怠義であること，②統計資料が比較的揃って

いることによる。そして， GDPを使うのは同

指椋か1978年以来の長期時系列で利用可能な総

合的な所得指標であることによる。なお，デー

夕不備のため，海南，チベット，肖海の 3省を

除く 27省ベースで格差指標を計測する。

省ベースの格差は貝体的に，最高所得の省と

誠低所得の省の間の格差（極洋）と令省を対象

とする省間格差の 2つの観点から考察すること

ができる。このうち，極差は最高所得地域と蔽

低所得地域の相対関係をホす指標てあり，省間

格差の全体を解明するうえではそれほど大きな

意味を持っていないが，中国の地域格差の問題

を論議する時，最高所得のt海と最低所得の「、

州を引き合いに出すことが多いので，全省を対

象とする省間格差を考察するための参考として

取りtげることとした。

図 2 極庄0)推移
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12,000 

10,000 
9144 | 
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（出所） 国家統叶局組『中国統叶年鑑』北京

中国統叶出版社 各年版および国家統計局

元表に駐づき管者作成。

（沈） 1) 絶対極差＝最閥所得省 1人当り所得

ー最低所得省 l人廿り所得。

2) 柑対極差二絶対極差／各省の所得0)平均

値。

3) 所得倍率二最高所得省 l人＇片り所得／、最

低所得省 1人当り所得。

り°
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まず極差を絶対極差．相対極差，所得倍率の

3つの観点から考察してみよう。図 2I))ぷす通

り．絶対極差は1978年から94年にかけて一貫し

て拡大してきたが，相対極差と所得倍率は90年

までの13年間においては縮小傾向を辿ってきて

おり｀拡大に転じたのは91年以降てあった。

次にジニ係数ぽいを使ってすべての省を対象

とする省間格差の推移をみてみよう。ジニ係数

は数値が附大するほど所得分配の不平等化，す

なわち格芹の拡大を意味する。図：1（実線）に

ホされる通り，改革期における省間格差は相対

極差と所得倍率と同じく， 1978年から90年まで

は縮小の傾向を示したか、 91年以降拡大傾向に

転じたことが確認てきる。

(2) 格差の変化に対する地域的インパクト

以 LI))ような格差の変化に対しては， L海．

北京，火津、遼寧といった所得水準て全111のト

ップに位置しながら改革以降その伸びが相対的

に低迷したグループ（以下，上海グループと略す）

が大きなインパクトを与えたとみられる具体

的にlriJクループがどのような影響をりえたかを

みるために，全体ジニ係数から上海グループを

除いて新しいジニ係数を計測した（図 3の点線）

結果，以卜U の事実か確認てきる (it21} 

0.40 

0.35 

0.30 

図3 ジニ係数でみる省間格差の推移

[ ；[| 上毎グループ＿竺二~~,,,,',,
----------------」

0. 10 

0.05 

0.00 
1978 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94年

（出所） 図2と同じ，｝

改革期における中国の地域政策の展開とその影響

第 1に，上海グループを除いたジニ係数の水

準が全体のシニ係数の約半分以Fであることか

ら，上海グループは地域間所得格凡の変化にき

わめて大きなインパクトを与えていることであ

る。これは上海グループが伝統的に工業基地で

あり， 1人当り所得水準において令国でも最似j

水準に位置するためと考えられる。

第 2に．全体のジニ係数が1978年の0.3683か

ら90年の 0.2829へと大きく低トーしているのに

対して，上海グループを除いたシニ係数は逆に

0.1363から0.1526まで大きく上昇していること

から，改革以降の同グループの地盤沈下が当時

の地域間所得格芹の縮小に大きく奇与したとい

えることである。

第 3に， 1991年に全体のジニ係数が再び上昇

傾向を示しており，上海グループを除いたジニ

係数も同じ< |・昇しているか， lこ洵グループも

91年以降の中国の格差拡大にプラスの影響を与

えたと考えられることである。

つまり， 1991年以降の格？，9-：拡大の大きな要因

として浦東開発の決定 (90113)l) を契機とす

る上海経済の復興が挙げられる。表 4は， 1978

年の 1人当り GDPに基づいて，チベット，青

洵，海南を除く 27省を高所得 (l位～ 9位）、中

所得 (10位～18位）と低所得 (19位～27位）の 3

つのグループに分け．それぞれについて79~90

年， 91~94年の 2つの時期における 1人当り(_;

1)P伸び率を示したものである。これに示され

る通り，高所得グループ，特に上海の伸び率は

79~90年の最低の27位から91~94年の 8位まで

t昇し，著しい躍進ぶりを小している。

2 - 財政支出の決定要因

改革以降の中国において．地域経済の開発資

金の供給ルートが財政のみならず，銀行や外資，

巧I
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表 4 省けIfI人％り GDP伸ひ率（名H) （％） 

19(7~a!I( 90 l199l f石木順f99
1990 1991 1992 1993 1994 ~94 笈化

lb) (a)→(b) 

令国平均
．! I ． 

7.1 1:3.o I 18.6 I 27.l 41.8 I 11.6 I 24.7 

高所得グループ

，．．海巾 2.1 14.9 29.4 35. 3 29.4 6.4 27.1 27→8 

j t Ji lh 3.3 10. 7 26.0 20.7 23.0 10.4 20.2 23→23 

火沖lii 5.8 5.5 20.4 29.2 33.l 9.0 21.9 25→21 

遼亨省 2.4 10.5 20.1 38.4 26.9 10.6 27.1 22→7 

黒泣il：省 12.7 10.5 15.4 24.7 32.2 9.7 24.2 24→11 

汀蘇省 3.5 9.1 :{4.5 38.6 33.2 12.4 31.3 7→4 

占林省 5.2 6.5 20.:3 29.4 :32. 7 11.6 24.1 14→12 

広東省 6.5 19.2 27.l 38.9 28.3 15.3 28.6 l→6 

山西省 8.8 6.0 19.4 22.9 58.3 10.8 19.5 19-→25 
I 

中所得グループ

ii]北行 4.1 1 3. 6 19.3 34.4 24.8 10.7 25.4 2い 10

：了髪i"1族白治杯 6.1 8.1 14.6 2:l.2 24.7 10.6 19.6 2]→24 

H青省 3.9 7.7 16.6 17.2 18.1 8.8 16.3 26→27 

湖北省 8.6 7.1 15.2 28.0 28.7 12.1 22.5 l2→20 

浙江省 7.0 16.6 23.1 38.1 37.8 15.0 32.6 2→2 

山東省 6.9 16.7 25.6 35.8 38.3 13.0 29.9 5→5 

祈韻ウイグル自治区 10.2 21.8 20.5 24.2 29.1 13.6 25.8 4→9 

内モンゴル自治lX 9.4 10.9 16.7 27.1 25.0 11.9 22.8 13→19 

訣西省 6.1 13.6 12.9 23.4 23.4 10.9 21.1 18→22 
.l 

低所得グループ

湖南省 7.6 10.4 16.0 28.7 29.2 11.3 23.1 16→l8 

il：西省 11.4 8.9 19.8 23.8 :-19.1 11.3 23.8 17→14 

渇建省 5.0 18.3 25.4 46.4 45.6 14.1 36.3 3→l 

安徽省 2.2 -2.5 20.l 32.7 36.3 12.2 23.7 11→15 

四川省 13.9 10.9 15.4 30.0 30.0 12.2 23.6 l炉 16

河南省 3.2 9.4 20.8 29.2 29.8 12.3 23.8 913 

ー南省 22.7 7.8 16.3 28.1 21.6 12.7 23.5 617 

JL西チワン放自治区 9.5 1 3. 6 24.7 35.9 :35.5 11.5 31.6 15→3 

員｝、卜I省 5.3 11.9 13.1 21.4 21.8 12.3 17.9 8→26 

（出所） 以l2と1iilじ。

(i i:） グループの区分は1978年の 1人1iりGDPの順位に基づく，9

132 
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改叩期における中国の地域政箪の展開とその影質

地方政府・企業の白己調達なとのように多様化 式を使った。

したのに伴い，地域経済に対する財政の役割は

かつてほど強しヽも(/)ではなくなってきたも 0)0),

財政支出 (1人＇りりベース）と GDP(|nl) 水準

の間の柑関係数 (r) を試算すると， 1978年0)

0.81から90年の0.88になっており．財政支出の

地域間所得分配への影響））は依然として大きい

と考えることができよう。

前述のとおり，中国ては財政支出規模を決め

るうえて，財政収人駐盤という経済的要索と後

進•特定地域への援助という政策的要系が屯要

な基準となっている。改革以降＇経済・政策 0)

2つの要求か各省の財政支出ととのような関係

を持っているか． またはとの程）釘の影喝を与え

たかを推定するために，次のような線形回帰を

行なってみた（サンプル数｝I二 28)。

ます．財政支出と地域の経済））0）関係につい

て推定してみよう。推定に廿たっては，以―ドの

じ ,=a+b•R;, (1) 

ここで， Eitは i'fiの t年における 1人当り

財政支出（単位は）じ．以rld]し）， R，1 は i省の

t年における 1人灯り財政収入てある（表5-(1))0 

まず，決定係数 (Rりの示す通り，全体とし

て式の刈てはまりは良好であり，財政収人，

すなわち地域の経済力により財政支出の規模を

ある程度説明できることが詠み取れる。次に，

回帰パラメーターの hについてみると，符号は

すべてプラスてあり，財政収人と財政支出かプ

ラスの相関関係を持っていることか分かる。さ

らに，この値は 1元打り財政収人の増加か財政

支出を平均的にいくら増加させるかを意味する

も0)で， 1979年から91年にかけて，この値は休

々にではあるものの増加していることから，財

政支出を決めるうえて，地域の経済的実）］かま

すます大きな影響力を持つようになっているこ

表5 財政支出と財政収人のllll帰分析結果

(I) 財政支出と地域経済JJ

a
 

69. 94 (1. 62) 

l:l2. 86 (1. 62) 

142.45 (1.6:l) 

15:l.94 (1.67) 

167.01 (1.74) 

(21 財政支出と政策的インパクト

h 

0.14 (4.67)** 

0.34 (5.67)** 

0.44 (6.29)** 

0.49 (7.00)** 

0.57 (8.14)** 

礼＇
l{ 2 a 

1979 0.57 55.66 (1.36) 

1987 0.64 10 I. 82 (I. 33) 

1988 0.70 103.15 (1.31) 

1989 0. 7 2 112.79 (1.35) 

1991 0.75 130.32 (1.47) 

*

＊

*

＊

.
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（出所） 表：｝と1.iJし。

（注） かっこ内は 1値。＊は 5％有意， ＊＊は 1%ii意。
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表 6 省別財政

平均伸び亭

（名HJ(%)

ンエア 53~ ．809~ :>．ヘ

(%) 79年

8.7 

タイプ l 70.1 73. l 557.5 6 1. 3 1,404.9 62.1 8.6 6.8 
河北省 4.4 4.6 42.9 4.7 90.7 4.0 9.3 5.5 
遼寧劣 7.8 8.2 87.3 9.6 161.5 7.1 10.1 4.1 
山東省 7.6 8.0 57.0 6.3 128.5 5.7 8.5 5.5 
江蘇省 6.8 7.1 60.3 6.6 125.4 5.5 8.9 5.5 
浙il̂9ど 3.9 4.0 25.9 2.8 108.9 4.8 7.8 11.2 
山内省 1.8 1.9 20.3 2.2 55.6 2.5 9.6 8.3 
古林省 3.6. :3. 7 12.7 1.4 62.5 2.8 6.0 10.8 
黒龍江省 4.4 4.9 54.1 5.9 94.7 4.2 10.5 3.2 
安徽省 2.7 2.8 21.1 2.3 54.6 2.4 8.5 7.1 
江西竹 2.3 2.4 11.8 1.3 44.8 2.0 6.7 10.5 
河南省 4.4 4.6 33.7 3.7 91.4 4.0 8.2 8.0 
湖北右 4.9 5.1 31.6 3.5 95.1 4.2 7.4 8.9 
湖南省 4.1 4.2 28.6 3.1 80.5 3.6 7.7 8.5 
四IIf省 8.2 8.5 35.2 3.9 148.4 6.6 6.0 11.2 
映西省 1.8 I. 9 16.8 1.8 45.1 2.0 9.6 6.6 
甘粛省 1.1 1.2 18.5 

2.0n  i 17.2 
0.8 11.8 -1.4 

・冒~ ~· 

タイプ2 7.8 8.1 45.2 5.0.5  12.9 7.6 14.1 
広西チワン族自治区 2.2 2.3 12.1 1.3.9  2.5 7.5 11.0 
内モンゴル自治区

I 
1.3 1.4 4.6 0.5.4  1. 7 6.5 14.3 ! 

員州省 1.2 1.3 6.5 0.7.6  2.0 6.5 
艮南省 1. 9 I. 9 11.4 l.:l.8 4.4 7.3 
チベット自治区 0.0 0.0 -0.2 

0.1 2.3 0.5  0.8 13.8 
0.3 3.1 0.8  0.3 9.8 
0.8 5.5 0.5  1.2 9.1 

5.1  1.3 7.1 

12.7 1 .  7 3.1 7.7 
34.4 3.4  7.8 6.8 

1.3 0.3  0.4 9.4 

14.0 

172.7 19.2  7. 7 17.5 

47.8 5.0  3.4 13.0 
37.6 4.1  2.6 9.3 

（出所） 哀 3と同じ。

（注） 全国はタイプ 1~4の合計。

I34 
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改吊期における中国U)地域政策d)展間とその影齊

収支0)推移

財政支出 収支バランス

1952 1979 1991 
平均伸ひ率

（隠1／952~ ~ I ~ ~ （ 1979 I 1'191 （名目）（％）

- シェア ン、エ-！7 | ン、／工、／- 53~ 80~ 
億元） 1 (億几）億几 I(%) 億JL

(%) 
1，ュ息J・じ ( % ) 

79年 91年

43.5 100.0 629.0 100.0 2, 346. l l ! 100. 0 10.4 11.G 280.3 -82.0 

29.8 68.5 409.4 65.1 1,477.9 6:l.O 10.4 10. 7 40.3 148. I -73.0 

1. 9 4. 4 ]4.2 5.4 91. 1 3. 9 11.6 8.3 2. 5 8.7 -0.4 

3. 9 9.0 :14.6 ;r ). ;-) 151.5 6.:l 8.4 12.9 3.9 52.7 10.0 

3. 2 7. 4 :)).6 5.0 132.1 5.6 9.3 11.5 4.4 25.4 3.6 

2.1 4.8 :12.1 5.1 110.:i 4.7 !0.5 11.0 4.7 28.2 14.9 

l. l 2.5 17.7 2.8 84.9 3. 6 11.2 1:1.0 2.8 8.2 24.0 

I. I 2.5 2 (）．7 3. 3 60.7 2.6 12. I 8.5 0.7 0.4 -5.1 

1.0 2.3 17.9 2.8 79. l 3. 4 l l. 3 12.9 2.6 5.2 -16.6 

l. 6 3.7 28.3 4.5 llO.l 4. 7 12.l 10. l 3. l 25.8 -15.4 

1. 5 3.4 20.4 3. 2 79.8 3.11 10.0 12.0 1.2 0.7 -25.2 

1. 5 3.4 17.6 2.8 60.,t 2.6 9.5 10.6 0.8 5.8 -15.6 

I. 7 :i. 9 29.9 4.7 97.9 4.2 11.4 10.2 2.7 :1. 8 -6.5 

2.0 4.6 28.l 4.J 99.5 4.2 l l. l 9.7 2.9 3. 5 4.4 

2.1 ,1.8 25.2 4.0 88./i 3. 8 10.0 10.4 2.0 3. 4 8.1 

3. 5 8.0 :17.5 6.0 162.9 6.9 9.:{ 12.4 4.7 -2.3 11.5 

1.1 2.5 19.6 3.1 58.:{ ‘~ ) -`r ) 11.4 9.3 0. 7 -2.8 -13.2 

0.6 1.4 14.2 2.3 10.6 0.5 12.7 2.3 0.5 4. :{ 6.6 
--.... 

5.3 12.2 I 11.4 17.7 :{91.6 1 6. 7 12.1 I I. I 2.5 66.2 99.1 

I. 7 :{.9 20.6 :u 71.6 3. l JO. I 10.0 0.5 8.5 -15. 7 

l.O 2.3 21.0 3. : ｝ 66.6 I 2.8 11.8 10.3 0.3 -16.4 -27.2 

0.7 l. 6 1:u 2.1 55.9 2.4 12.0 ] 2. 3 0.5 -6.8 10.3 

0.9 2.1 21.4 :i. 4 110.8 4 ・ 7 12. :3 14.9 1.0 -10.0 11.0 

0.1 0.2 5.0 0.8 15.8 -0. l -5.2 

0.2 0.5 6.8 l. l 18.2 0.8 

0.2 0.5 6.3 1.0 16.0 0.7 14.0 8.1 0.1.2  

0.6 1.4 17.0, 2.7 52.5 2.2 13. 7 9. I O. 1 .  0 

4.8 11.0 
•—-t 

115.9 7.3 280.3 11. 9 8.9 15.3 4. 7 .9  

1.3 3.0 16.0 ‘-) •.r ) 78. l 3.3 10. l 13.5 0.9.4  

3.3 7.6 ＇ 
28.0 4.5 182.5 7.8 8.4 15.8 3.9.1  

0.2 0.5 1.8 o.:! 19.7 0.8 8.3 20.9 -0.1.4  
」＇ 

11.51 | 9.4 4.9.0  3. （i 8. 3 62. 3 9.9 1 9 6. 3 8.4 

2.1 4.8 20.1 3. 2 68.0 2.!J 10.2 9. 7 0.5.2  

0.4 0.9 15.2 2. 4 47.:'i 2.0 16.0 9.5 1.7.5  

I.I ‘~)•J 「 27.1 4.J 80.9 :L 4 10.5 l ＇ 9.1 2 . 8 . 8  

135 
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とか明らかである。

次に，財政幻11と財政収人0)関係について政

策的インパクトを桧討するために，ダミ-変数

（政策的に財政を支援する省は 1で．そうでない

省は（））を加えて憔定してみよう。批止．に使う

式は以下の通りである。

E, t -a t{3•R, t +y •l), t (2) 

このうち， E,t とR"は(1)式と 1ri]じく、そ

れそれ i省0)t ;tにおける 1人灯り財政支出と

財政収人であり， D，tは i省0)I年におけるダ

ミー値である。なお、ダミー他の設定に‘りたっ

ては，前述した財政支出を決めるに‘りたって 0)

3つ(/)，肛準0)うち，政策関連雄；§の対象地域の

2つ，すなわち少数民族地域と改革・開放路線

実験地域として，内モン jル， 9ム西，亨込，新

慨，真州，；：出，，討海と 1入社福迂0),-;1・ 9つ0)

省に 1を，それ以外の省に（）の伯をりえた。

推定の前げには表5(2)である。決定係数 (K勺

の値から明らかなように，（ 2）式による結果は

(1)式より良好であり，財政支出は政策的要因

によってかなりの程疫まで品明できると，iえる。

そして，ダミー変数0)係数である y(/）符合もプ

ラスになっていることから，政策的要因はプラ

ス0)柑閃関係を持っており，財政支出の決定に

地域経済J]の他，政菜的要囚もかなり働いてい

ることが明らかである。

3. 財政請負制と地域間所得格差

財政支出と政浚的要因とがかなり強い相関関

係を怜っていることの正要な背用●、0)1つとして，

財政請負詞が政菜目的に応じて池域ごとに形を

変えて尊人されてきたことがあげられる。

こうした晶負 Jj法は貝体的には，タイプ l

「収入配分」 (I収人分成山すなわち 1iij述の「固

定収人比例配分」，「中央・地J)晶節収人比例配

I36 

分 1 といった財政収人を fめ決められた比半

て中央・地方間で配分する方法，タイプ2 「少

数民族援助」，タイプ3 「一括請fl」，タイプ4

「統一収人·統一•支出」， 0) 4つ0)タイプに分け

ることができるりl3)。地域間所得格差の変化に

及ばしたそれぞれ0)i“ii/j法の影秤を全国（タ

イプ 1~ 4 o)地域の合.it)に占める各省の財政収

人(iiC1)と女出0)シェアの変化を通してみてみる

と（表 6)，以下の 4点が指摘できる。

第 1に，地方財政パフォーマンスの閻揚に贔

も寄りしたのは， 1988年まで仏東省，福建省0)

みを対象とした「一括請仇 1 タイプ（タイプ 3)

である。これは詞制度の下では，経済成長によ

り増加した利益を全部地几に残せるため，経済

間発に対する地方のインセンティプを最大限に

り1き出すことができると同時に， t納・補助額

や l：納率等をめぐる頻繁な中央との交渉（バー

ケニング）も避けられ，地／jがより中長期的観

点から地几0)経済発展を枡進するのにh利lなた

めてあった。なお，広束省には1988年以降，「収

人逓増晶負」制度，すなわち，紺年一定の卜納

額0)逓増を，討け負う制度が惇人された。

第 2に，品も1く利に働いたのは「統一収人・

統一＾支出」タイプ（タイプ 4) てある。 1,i]制度

か適川された 3つのIll轄＂i' なかでも国家財政

収人の約 2;l;lJ (1979年廿時）を占めていた t海

は，他の省，特に広軋幅建の成長を財政的に

支えるうえて大きな役割を果たしたとパっても

過口ではないい

第 3に，蔽も多くの省で導人された「収入配

分」の制疫（タイプ l) は—^'ぷ比率の財政収人

を巾央に上納すればよく，地）jにとって「一1，"

"{ifi」ほどではなし)も 0)0) ，「統＾収人・統—

支出 1 よりは打利に作ltlした。なお， 1988年以
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降の財政改吊第 2期に人ってから，それまての

「収人配分」か適用されていた地域の多くには

1収人逓隋＂り負」か尊人されるようになった。

第 4に，「少数民族援助」（タイプ 2) につい

ては， 19il制1斐U)卜ては地}j政府の財政収人の多

少にかかわらす令部地）じに留保されるほか，中

央から旬年前{|ltl(）乞片1の割合 (1988年まて）

て一定額の補助か交付されるため，地域の経済

発展にとってきわめてf1利な制度てあるといえ

る。しかし， Inl制渡の適川対象は後進地域であ

り，しかも従来から財政援助の対象てあったた

め，「統—•収人・統—ーロい出」を除く他の制度，

とりわけ I.・t舌晶負」佃l1紅と比較して，改吊に

よるメリットか特にあったわけてはなしヽ。ただ

し、 1980~91年における財政収支パフォーマン

スの変化から，財政援助は改 9,fi以降，同制I~(1）

適用地域経済の自律メカニズムを育成するうえ

である程復の効果かあったとみられる。すなわ

ち，この12年間に，チヘットを除く 7省の財政

支出の平均仲ひ；年は11.l~'ートて令 111(3(）省） 平均

0) 11. 6らを卜llllったが，財政収人の平均伸ひ率

は全［nl‘ド均 (7.9い）より 6.2ポイン 1‘I[hしヽ14.I 

；；に達しており，またその財政収人が令国に占

めるシェアも 79年の 5.0~ヽ，；から 91年の12.9らま

て大きく」：けした。このうち， 11--11期間て全国に

おける最閥の財政収人の伸び：年を叫録した其南

(17.9ら）とそれに次＜貴州 (16.5ら）の好調な

改91,lOlにおける中国の地域政箪の展開とその影咽

tl"いて伸びている。これは改革以降．これら

の後進地域て111律的な経済成長メカニズムがあ

る程度形成されつつあることを反映していると

衿えられよう。

(ii: I J JI~式は以卜U) とおり (r'f木凸彦『分配理論』

筑冷，り切 1984年） C

n n 

シニ係数(,'(.x）- ． 
l 

2n2 μ, 
区図I:r，-.x,I 

1 9 = 1 

たたし， 所得分nい— (m ，・・・・・ •,Xn)

μ ドヽ均値

”―27 

(/12) 中囚全体の地域格差の変化に上海，北）；(,大

津，遼寧とし、ったグループか大きなインパクトを与えた

との糸.'i..i/iを出した先打研究として，杜進「中国経済U)巾

場化と地域政策の課題」 (h1爪＇｝柿 ur「t1会t義9h場紆

利をめざす中国— その課題と展望 』アシア経済

研究所］叩3年第7咽）を参考されたい。

(il-3) ,iii述のとおり. 1988年を境に中国の財政政策

は人きく変化した。そしてその後の財政政策もなお地域

ことに決められており，またし、ったん決められた後もそ

d)'一丈施の段階において，中央と地j)の交渉（ハーケニン

グ）による，凋整かたひたび行なわれてきたか，本稿は使

WI」98(）年‘ーり時の制度を基中とした。

（北4） ここでの財政収人とは，地Jj政府か徴収する

収人の部分て，財政管理制度に基ついた収人てはなし％

(ii: 5) 例えば， 1982-93年間，タハコ産業からの利

潤・悦収が:;it,部］の財政収人d)62.9;，を占めている（『金

紬時報』 1田4り4月15|1)Q

III 分悦制ドの財政改吊の現状

パフォーマンスの背景には，収益率のt・りいタハ 令l川範囲て分税制が導人されたのは1994年で，

コ1崖業が1J,j省のリーティンク・インダストリー 分税制を中心とする財政改革はまだ端緒につい

として地jj財政を支えるうえて大きな役割を果 たばかりであり，その実施状況を分析し，今後

たしたという特殊要囚かあったことは確かてあ を展沼することには時間や資料等の面で多くの

る(ii5)が 1,1,j省以外のタイプ 2の他の省 ('1紺Q 制約かある。ここでは，現時点で集めることの

を除く）川iひに1IIlしく財政補助の対象となって てきた資料に基づいて、分悦制の基本的枠組み

いたil：西，古林0)財政収人も令lEI平均をかなり などを整理することによって財政改革の現状を

I 37 
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明らかにしてみよう。

1~ 分税制の基本的枠組み

分税制とは，中央・地方政府間0):｛務権を1メ

分し，税Hごとに中央と地Jj0)財政収人を区分

する財政制疫である 0 この制度をfi効に機能さ

せるためには，分税（中央税と地方悦の区分）・

分権（中央・地方間て1i務権のl<分）・徴悦機構

の分離が必要となる。以Fては， 1993年12月15

ilに公布された国務院0) 「分税制の財政管理制

度の実行に関する決定」（「国務院関於図T分税制

財政管理制度的決定」）国 l)に肛づいて， 現在実

施中の分税制の某本的枠組みを柏理してみようい

(1) 柑務権の区分

中央政府の i：要な責務は国家安全保障，外交，

国家機関0)管兜運営並びにマクロ・コントロー

ルや地域間経済の謁整であり， i}j地h政府(})

貰務はtとして廿該地方行政機閃の管理運営や

地方レベルの経済発展を推し進めることに罰か

れた。このドでは中央政府の支出項日には国防

費，武装鷲察費，外交・対外援助支出，中央レ

ベルの行政狩理費，所管国h^ 企業の技術改良・

祈製品試作費などが含まれており，地h政府0)

支出項目には地方レベルの行政管理費， 部^の

武装警察買，所管l玉l打企業の技術改良•新製品

試作費，都lTi維持・建設費なとか含まれている

（詳細は前掲表 lを怠照）。

(2) 収入のIX:分

財政収入は税Hごとに中央税としての「中央

固定収人」，地h税としての「地方i吋定収人 l

並びに中央・地方共通税としての「中央・地方

調節収人」 0)3つの部分に分けられた。このう

ち，関税や消費税，金融機関所得悦といった国

家権益に係わる税Hやマクロ・ :.:1ントロール，

地域間経済真整に必要な税目が中央税とされ，
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、防業悦や個人所得悦，十地使用税など地ji政府

か徴収・管坪することが適当な税Hは地方税と

された。また，付加価値税など経済成長と強い

相関関係のある税目は中央・地方共通税とされ

た。

中央・地h共通税には付加価値税，資源税，

証券取り1税の 3つの税Hが含まれる。このうち，

税収全体の 7割以tを占める最大の税Hとして

の付加価値税の配分比率は中央75ら，地Ji25む

となっており，資源税については陸上資源の人

平は経済発展が遅れている内陸地域にあるため，

油洋れ油音源税の50ぷのみ中央に帰属するもの

とされた。そして， mt券取り1税は証券取引所を

持つ上海，深JJIIの2市に集中しているが，税源

が全国各地からくるものであるため， 50らの比

辛で中央とい栂，深訓の間で配分するものとさ

れた。財政収人をこ 0)ように区分することによ

って，総財政収入に占める中央財政のシェアを

6剖前後までり1きtげることか目標として掲げ

られた国 2)0 

(3) 地方に対する中央財政の税還付

1994年の財政改革は93年を且準に地Jjの既得

権益を保障することを前提に進められており，

中央財政の税還付はそ0)具体的な施策である。

以tの他，中央0)徴税機関として1994年に国

税局が新設されたことによって中央と地方の徴

悦機関が分離された。

2. 1994年の分税制の意義

1994年の財政改吊の意義はtとして次の 2点

であるといえよう。

まず第 1は，分税制の制度的枠組みが整備さ

れたことである。中国の経済改革は，「各方面

の既得権益を考I怠しながら少しずつ推進してい

くべきだ」（出l)という朱銘基副総理の口槃に象
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徴されるとおり，既得権益陪と妥協しながら漸

進的に進められてきた 0 1994年の分税制導入も

、り初はとりあえず制渡的枠組みの整備を目標と

した。すなわち，従来中央と地方との間で一対

ーで決められていた財政請負制に変わって，前

述の中央・地方の収支区分に従って．全国に共

通の制度が整備された。

従来の制度と比較して収文項Hでの主な変化

は，①工業・商業・交通部門の事業費と見舞い

・社会救済費が財政支出の項Hから外されたこ

と（前者は行政と企業の分離〔「政企分離」〕を目

指す企業改革に伴う変化であり，後者は社会保障

システムの改革に伴う変化），②中央集中化が図

られたことである。②については，財政収入の

63い，税収の70乞を占めるい1-1)付加価値税の75

;'んと，酒やタバコ，化粗品なとを対象とする消

舒税が「中央固定収人」とされ，税収のほとん

どはまず中央に集中した。

第2は，国家財政に対する中央政府の調整メ

カニズムがある程度確立されたことである。こ

れは 2つの側面からみることができる。 1つは．

悦収の配分における中央政府のt導権が確立さ

れたことであり， もう］つは．中央レベルの税

収の増加メカニズムか構第されたことである。

すなわち．従来の体制の卜ては，税収は地方に

よって徴収されてから，一定の比率に基づいて

中央に且納されることになっていたが．分税制

の下では，中央税と中央・地方共通税はともに

ひとまず国税局に徴収されてから．地方に還付

されるようになった。そして，税目でみても，

中央政府の財政収人を確保するために，景気変

動の影響が少なく安定的な増加か見込まれる付

加価値税 (75ぶ）や消費税，現在は規模は大き

くないものの．将来．大きな増収が見込まれる

改 r,・IUIにおける中国の地域政沿U)展開とその影響

銀hゃノンバンクなど金融業の所得税を中央税

として区分し，また地方への還付金の増加分も

背該地方の付加価値税と消費税の増加分の30乞

と確定された（例えば，当該地方の付加価値税と

消費税が 1年増加したら，還付金の増加分はその

3゚；9:相当の0.3年に限定された）。このことにより，

中央政府はフローで増加した分の大‘I'(70ぷ）

を得ることになっている。もっとも，中央への

［納金が基準額に達しなかった地Jjに対しては，

その小足分は還付金から引かれる。

3. 1994年の分税制の限界

しかし一方では．今回の財政改革に大きな限

界があることも事実である。これについては主

として以下の 4つの側面からみることができる。

第 lは，今回の改革によって淋人された制度

が本‘りの意味での分税制ではなく，従来の体制

(})ドで形成された地方の既得権益を温{fした過

渡的制度であることである。前述の通り．すで

に1980年代において，分税制的要素が強く織り

込まれた財政制度の導入が試みられたが，地方

政府からの強い反発に加え，徴税システムの未

祁備によって流産した経験かある。今ln]も1980

｛卜代木から90年代初頭にかけての準備段階にお

いて，広束をはじめ多くの地Jiからの強い反発

に逍遇し，財政改革は結局．「とりあえず分税

制の制度的枠組みを作って今後の実施の段階に

おいて次第に整備していく」（注5)という漸進的

改革にとどまった。新制度は分税制という「帽

f」かかぶせられているものの．実質的には分

税咽(})「逓増請負」制度ともいうべきものであ

るい

今lul(/）改吊では既得権益を保護するために．

1993年が地方財政収入算定の基準年とされた。

すなわち具体的には． 1993年を基準年とし．今

I39 
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回の改革によって地Jjから中央に移された収人

（ J: として渭費税，地方金融機関所得悦と 75~‘ふ(})

付加価値悦）から中央から地hに移された収人

(tとして::；；；巾部J：地使用税，桃地古打税）を‘}|

いた，中央のネット増加分か税還付として地方

に還付されることになっているため，晶負制の

Fて形成された地域間分配構迅のイ＜公平さを一

層深刻化させた。因みに， 1994年の分税制実施

の結果でみると，中央政府で徴収する財政収人

のシェアは大船に K昇したものの，；こ際には総

財政収人に占める中央のシェアは逆に93年より

2.4ポイント低下した園 (i)。

第 2は，中央・地方政府間の引務権の区分か

依然1く明諒であることである。今回の改革では

収入の区分に貢点が囮かれ，女出の区分は基本

的に従来の体制のままである。従来から，中国

の中央・地方政府間の市務権のIズ．分においては，

①区分が大ざっぱで市務権が交餅する，②1}務

権の区分に優凡する政策か存h：する，③制度 r
法的裏付けがないなどの問題点かあった。 1i務

権を合理的にlX分するにあたっては，政治・行

政の両システムの改革が1<u]欠てあるが，分税

制が先行することによって中央・地方政府間の

事務権の混乱を招く恐れがある。

第 3は，従来からの課題である行政と企業と

の関係の分離がなされていないことである。本

来，企業の所管関係ではなく，税目で収人を1メ

分することが分税制の優位性の 1つであるが，

現段階の改革では，企業の所得税は相変わらず

その所管関係にりづいて徴収されている。した

がって財政改革の観点からすれは，今回の分税

制では企業に対する政府，特に地方政府の日歩

を排除することは期待できないとパっても過け

ではない。
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第 4は，地域間において合即的な財政再分配

メカニズムが梢備されていないことである。現

存の税遠付制度はtとして既得権益を保設する

ための制度であり，後進地域への援助や地域間

の産業構造調整を行なううえでの効果はかなり

限られたものである。

（注 1) 『財政』 1994り第2期 ］8~20ペーシ。

(il2) 『H本経済新聞」 1995年 2月?2Il。

(it3) 『財政研究』 1994年第7期 43ページ。

（注4) 鱗賢・陳義オ「新体制げ勺地Ji財政lこ作探

99‘l」(『財政研究』 1994年第 7期） 49ペーシ。

（注5) IJiJ家iit画委員会「国務院関1秒実h分税制財政

管理制度的決定」（『財政」 1994年第2期） 19ペーシ。

(ii:6) 「h平穏運行中深化財税改革」（『人民Il報』

1995年 3月16H)C

N 21枇紀に向けての財政政策の課題

一-- 拡大しつつある格差足正への挑戦

以上てみたとおり，現時点での分税制はまだ

制度的枠組みが整備されたに留まっており，財

政，，か負制のFで形成された地域間の分配構造や

行政・企業の関係は基本的に従来のままである。

これを踏まえて，今後の財政政策が直面する課

題を考えると，最も大きな課題の 1つは1991年

以降再び拡大に転じた地域間所得格位ブヘの対処

であるといえよう。

1. 格差の現局面

格斧の問題を論じる際に最も屯要なのは格差

の変化のトレンドを把握することである。縮小

傾向にあった中国の地域間所得格差は1991年を

境に再び拡大傾向に転じている。今後の中国の

地域間所得格粕の趨勢を展望するに門たって，

1991年以降の拡大傾向，すなわち格差拡大の現

局面を今一度見極めることが必要である。
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図 4は名目 GDPヘースと実質 GDPヘース

U)シニ係数てみた1978~94,rt0)地域間所得格片

の推移てある，．ここからは，中国の地域間）折得

格芹の問題かきわめて深亥llな屈面を迎えつつあ

ることか読み取れる。具体的には， 1978りから

93りまで0)16年間に，実質ベースのシニ係敷は

令体として名日ヘースのシニ係数より靡い水準

にあるも 0)の両者は韮本的にいlし傾向を辿って

きたか， 94年には大きな乖離か発牛してし久ぃ

すなわち，実質ヘース 0)ジニ係数か1993年の

0.2761から94り^・(])0.2826へと拡大1姐lhJにある0)

に対して，名Hヘースのシニ係数は逆にo.24:m 

から0.2338までに縮小した。 1994年にシニ係数

か名日ヘースと実質ヘースとて人きく 1囮離した

要囚としては，「西（内膵）高束（沿加）低」 0)

インフレの地域格差を指摘てきる。 1994年は中

lk]て改革以降最翡の物価lこ昇半を＂じ録した年て

ある。なかても， 1所得の比較的低い地域の物価

I'.昇率が贔かった。

表7I})ホす通り， 1994年の 1人粁り GDP伸

び率I})省けlllliif灯は名Hヘースと実質ヘースて大

きく違う。すなわち雫閥所得グループ 9省0)ほ

とんど0)省（犬沖，山束を除く 7省） 0）実質ヘー

ス順位が名Hベース順位より上位もしくはlnJ等

てあるのに対して，中・低所得クループは18省

図 4 名11シニ係数と実質シニ係数U)乖離

0. 2 5 [ ---------------‘ ―`  ` 

―̀ `---
クク-

0.20 名目ジニf系数

0. 15 

0. 10 

0. 05 

0.00し—.L‘‘9  9 9 9 ↓.- 9 9 9 9 9 9 

1978 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94年

（出所） 図 lと1nlし。

改 it間における中国の地域政沿U)展開とその影霰

0)うち (/)12省の実質ベース順位か名Flベース順

位より卜位にある。インフレの地域格差かその

背景にある。ちなみに，閥所得グループ9省中

2行以外の省0)インフレ率が全国平均以―卜ムにな

っているのとは対照的に，中・低所得グループ

18省のうちの 9省か全国平均を tlnJっており．

ィンフレが後進地域により大きな打撃を与え，

地域間所得格差の問閣を深刻化させた形になっ

ている。

2. 格差抑制への財政政策の課題

,h場経済化U)枡進に伴って，地域間所得格芹

U)抑制に対する財政の役割は一層屯要となる。

これまての分析て明らかにされた通り， 1990年

まての地域間1祈得格凡の縮小には低所得地域の

所得水準のホトムアップかある程度奇与したが，

より大きく奇りしたのは 1沿gを中心とする火沖，

北京，遼寧といった所得水準て令lElI/)トップに

位置するクループの経済的作滞てあった。財政

政策を含め， 1980年代に 1沿0グループの発展に

不利に作川した改吊・間放路線は，結果的に格

差縮小の最大の要因となった，，この意味ては，

1991り•以降の格差拡大はむしろ中国の地域間1iJi

得格差の本来の姿を，J9したものてあり， 21世紀

に,,,]けてこれから正念場を迎える地域l:tl所得格

元の問題を大輻に悪化させすに抑えることか今

後の財政政策の大きな課題の 1つとなろう。

地域間所得格位を抑制するには，後進地域の

自律的発展メカニズムを育成するとlnJ時に，財

政を通した所得の再分配が不11欠てある。 1980

り代においては，様々な問題かあるものの結果

的には財政品負制か財政収人の人11の部分て所

得再分配機能を果たしてきた。しかし， 1994年

の分税制の実施によって財政の所得再分配は財

政K出を通じた形態に限‘ぶされたため，地域間
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表 7 省別 l人‘りり GDP伸び率と小光物価指数の上昇率 (1994年）
（％） 

［『9□--/1人‘こ'iり(;DPilI兄年・;-＂9順、9 位919J咄物4l価-
指数の

順位
•·• ••••••••••••. •••••-••,n' 

全国平均
~-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-........... -......,.........、一．．.."-"・ヽ ·~. ...... ．喩 ..,.. 

高所得グループ
r~ r r r ~‘ 

t海市 29.4 1 3 13.4 8 17.5 25 

北京市 23.0 23 11. 2 15 17.9 24 

天津市 33.1 8 12.5 12 15.6 27 

広東省 28.3 17 16. l 4 18.9 23 

遼寧省 26.9 18 9.8 16 20.6 16 

浙江省 37.8 4 18.4 2 21. 7 12 

汀蘇省 33.2 7 14.7 7 23.6 8 

福建省 45.6 1 19.2 1 23.0 10 

山束省 38.3 3 15.4 5 20.3 18 

黒龍江省 I 32.2 10 6. 8 24 20.7 15 

新薗ウイグル自治IS<: 29.1 1 5 7.4 22 25.7 2 

占林省 32.7 ， 12.4 13 19.9 20 

河北省 24.8 20 12.9 10 21.4 14 

湖北省 28.7 16 12.5 11 24.9 5 

内モンゴル自治区 25.0 19 7.5 21 19.3 22 l山西省
19.8 26 7.9 20 21.6 13 

湖南省 29.2 14 9.5 17 25.3 3 

••• ・・広・・・...．西．．．．．チ..ワン族自治lメ 35.5 6 13. l ， 24.4 I 6 

低所得グループ

寧夏回放自治ド 24.7 21 4.6 27 20.1 19 

江西省 39.1 2 15.0 6 25.1 4 

安徽省 36.3 5 18.1 3 23.3 ， 
映西省 23.4 22 6.2 25 25.9 1 

四川省 30.0 1 1 9.3 18 23.9 7 

河南省 29.8 12 20.6 17 

雲南省 21.6 25 8.6 19 16.0 26 

甘粛省 18.1 27 7.4 23 22.5 11 

貴州省 21.8 24 5.4 26 19.5 21 

（出所） 図 lと同し。ただし，小売物価指数は国家統il1,J速報値。

（注） （I) グループの区分は1994年の 1人冴り GI)Pの順位に基づく。

(2) 1人当り GDP伸び寮は前年比。

(3) 小売物価指数の上昇率は， 1994年12月の小売物価指数の前年同月比。
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所得格芹の抑制に対する財政支出の役割はきわ

めて大きくなった。一方，分税制の下で，総財

政収入に占める中央政府の比率が上昇している

ことから，中央政府の支出を通じた地域間所得

格差の抑制が期待される。ただし，分税制の実

施に伴う中央の取り分の増加は国打企業の損失

拡大や行政機関の肥大化によって拡大傾向にあ

る財政赤字の穴埋めに使われることは必定であ

改革期における中国の地域政策の展開とその影響

り．財政支出面での合理化が行なわれない限り．

中央政府の収入が増加しても財政全体としての

所得再分配機能は低下していくことが懸念され

る。したがって，今後中国にとって，再び拡大

傾向にある地域間所得格差を大幅に悪化させな

いためには．①地域間の合理的な所得再分配メ

カニズムの構築．②行政改革等による中央政府

の財政支出の合理化．の 2点は不nJ欠となろう。

（昧日本総合研究所調査部主任研究員）
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